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〔66 条 8、66 条の 9、66 条の 5、13 条、104 条の新設又は改正のねらい〕

１　医師による面接指導制度の整備
労働者に長時間の時間外労働など過重な労働をさせたことにより疲労が蓄積している

場合には、脳・心臓疾患発症のリスクが高まるとされていることから、このような状況

となった労働者の迅速な把握が不可欠である。

その場合、労働者の健康状態を把握し、適正な労働時間管理や健康管理上の適切な措

置を講じるようにするため、医師が直接労働者に面接し健康確保のための指導を行うこ

とについて制度化することの意義は大きい。長時間労働者に対して医師が面接指導を行

うに際しては、メンタルヘルス面でのチェックを行う仕組みをあわせて確立することも

有効かつ適切である。

一方で、過重負荷となる要因の把握と改善に向けて労使が協力して自主的な取組を行

うことも大切である。

なお、この面接指導を受けない労働者であっても、事業者は、長時間にわたる労働に

より疲労の蓄積が認められ又は労働者自身が健康に不安を感じた労働者であって申出を

行った労働者及び事業場で定めた基準に該当する労働者に対して、面接指導に準ずる措

置等必要な措置を行うよう努めるべきである。（66条の 8、66条の 9関係）

２　健康診断の実施とその結果に基づく適切な事後措置
労働者の健康管理については、現行労働安全衛生法において、脳・心臓疾患に関連す

る項目も含む健康診断の実施とその結果についての医師からの意見聴取、健康診断実施

後の措置、保健指導等を確実に実施することが事業者の責務とされている。これらの事

項は、労働者の健康状況に応じた措置として健康管理の基本となるものであり、この徹

底が先ず重要である。

また、これらの措置の適切な実施の促進を図るために、今後、健康診断結果の的確な

判断基準、健康診断の事後措置に係る情報提供等を進めることの必要性が指摘されてい

る。（66条の 5関係）

３　産業医の職務の追加
「面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置」につ

いて、産業医の職務として位置づけを明確にする。（13条関係）

第 6 節　 長時間労働者等に対する面接指導、医師の職務追加、
医師意見の報告、面接指導の秘密保持

　　　　　　（66条の 8、66 条の 9、66 条の 5、13 条、104 条関係）
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４　面接指導の実施に従事した者の秘密保持義務を規定する必要があること。（104条関係）

〔改正等のポイント〕

１　長時間労働者に対する面接指導制度の整備（66条の 8）
（1）�　事業者は、1週当たり 40 時間を超えて行う労働が 1月当たりで 100 時間を超え、

疲労の蓄積が認められる者であって、面接指導に係る申出を行った者に対し、医師に

よる面接指導を行うとともに、その結果に応じた措置を講じなければならないこと。

（66条の 8関係）

（2）�　また、面接指導の実施の際には、うつ病等のストレスが関係する精神疾患等の発症

を予防するためにメンタルヘルス面にも配慮すること。（平成18年3月31日公示「労

働者の心の健康の保持増進のための指針」（本書 94ページ）を参照のこと。）

（3）�　労働者は事業者が行う面接指導を受けなければならないこと。ただし、事業者の指

定した医師による面接指導を希望しない場合、他の医師による面接指導を受け、その

結果を事業者に提出することができること。（66条の 8関係）

（4）�　その他医師による面接指導にあたって留意すべき事項

イ　面接指導を行う医師は、産業医、産業医の要件を備えた医師等が望ましいこと。

ロ　面接指導の費用については、事業者が負担すべきものであること。

ハ�　面接指導を受けるのに要した時間に係る賃金の支払いについては、当然には事業

者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健

康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、面接指導を

受けるのに要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。

ニ�　派遣労働者に対する面接指導については、派遣元事業主に実施義務が課せられる

ものであること。なお、派遣労働者の労働時間については、実際の派遣就業した日

ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間について、労働者派遣法第

42条第 3項に基づき派遣先が派遣元事業主に通知することとなっており、面接指

導が適正に行われるためには派遣先及び派遣元の連携が不可欠であること。

ホ�　法第 66条の 8に基づく面接指導等については、派遣中の労働者に関し、派遣元

事業者のみが事業者としての責務を負うものとされたこと。
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ヘ　面接指導の結果は記録しておかなければならないこと。（66条の 8第 3項）

ト�　事業者は、面接指導を実施した医師から健康保持のために必要な措置について意

見を聞かなければならないこと。（66 条の 8第 4項）また、事業主は、医師の意

見を勘案して、必要があると認めるときは適切な措置を講じなければならないこと。

（66条の 8第 5項）

チ�　常時 50人以上の労働者を使用する事業場以外の事業場については、平成 20年

3月 31日までの間は、法第 66条の 8の適用はないこと。（附則第 2条）

リ�　時間の算定に当たっては、毎月 1回以上、一定の期日を定めてこれを行わなけ

ればならないこと。（第 52 条の 2第 2項）時間の算定方法は、原則「1か月の総

労働時間数（労働時間数+延長時間数+休日労働時間数）−（計算期間（1か月間）

の総暦日数 /7）× 40」の算式にて算定すべきものであること。

ヌ�　面接指導は、労働時間の要件に該当する労働者の申出により行うものとしたこと。

（第 52条の 3第 1項）なお、医師は、要件に該当する労働者に対して面接指導の

申出を勧奨することができる。（第 52条の 3第 5項）

ル�　産業医による面接指導における確認事項、結果の記録、書類の保存、医師意見聴

取手続等について規定したこと。（第 52の 4から第 52条の 7まで）

２　66の 8によって面接指導を行う労働者以外の労働者への配慮（66条の 9）
（1）�　①時間外・休日労働時間が 1月当たり 80時間を超えるような長時間にわたる労働

により疲労の蓄積が認められ又は労働者自身が健康に不安を感じた労働者であって申

出を行った労働者及び、②事業場で定めた基準に該当する労働者に対して、面接指導

の実施又は面接指導に準ずる措置等必要な措置を行うよう努めることとすること。（66

条の 9関係）

（2）�　「事業場で定める基準」は、衛生委員会等で調査審議の上、定めるものとし、その

際には、①時間外・休日労働時間が 1月当たり 100 時間を超える労働者及び②ないし

6月の平均で 1月当たり 80時間を超える労働者については、すべての労働者につい

て面接指導を実施するような基準の設定に努めること。次に、②時間外・休日労働時

間が 1月当たり 45時間を超える労働者については、健康への配慮の必要な者の範囲

と措置について検討し、それらの者が措置の対象となるように基準を設定することが

望ましいこと。
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（3）�　「面接指導に準ずる措置」には、労働者に対して保健師等による保健指導を行うこ

と、チェックリストを用いて疲労蓄積度を把握の上必要な者に対して面接指導を行う

こと、事業場の健康管理について事業者が産業医等から助言指導を受けること等が含

まれる。

３　健康診断実施後の措置（医師の意見の衛生委員会等への報告）
第 66 条の 5を改正（追加）。健康診断実施後の措置の一つとして第 66 条の 4によ

って聴取した医師等の意見を衛生委員会等への報告事項としたものである。（66条の 5

関係）

「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策やメンタルヘ

ルス対策等の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進を図るための対策については、

衛生委員会等（衛生委員会及び安全衛生委員会をいう。以下同じ。）において必要に応

じて労働者の健康の状況を掌握し、これを踏まえて調査審議することが有効と考えられ

ることから、健康診断実施後の措置の例として、医師等の意見の衛生委員会等への報告

が追加されたもの」である（H18.2.24 施行通達）。

なお、「医師等の意見の報告に当たっては、医師等からの意見は個人が特定できない

ように集約・加工するなど労働者のプライバシーに適正な配慮を行うことが必要である

こと。」（同通達）

第 66条の 5第 2項に基づく指針である「健康診断結果に基づき事業主が構ずべき措

置に関する指針」（*1）は、平成 18 年 3月 31 日公示によって改正（第 5次改訂）され

ていることに留意すること。
　　　（*1）�「健康診断結果に基づき事業主が構ずべき措置に関する指針」健康診断の結果に基づく就業上の措置が、適切か

つ有効に実施されるため、就業上の措置の決定・実施の手順に従って、健康診断の実施、健康診断の結果につい

ての医師等からの意見の聴取、就業上の措置の決定、健康情報の適正な取扱い等についての留意事項を定めた指

針である。

４　産業医の職務の追加
産業医の職務として、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持す

るための措置に関することが追加された。（法 13条の条文改正なし、労働安全衛生規

則第 14条が改正されたもの）

５　秘密の保持義務
面接指導の実施に従事した者の秘密保持義務が規定されたこと。（104 条関係）

面接指導に関する実務においては、平成16年10月29日付け基発第1029009号「雇

用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について」に

基づき、特に適正な取扱いが確保される必要があること。
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法令 説明（18.2.24 付施行通達の引用）

労働安全衛生法

（面接指導等）
第�六十六条の八　事業者は、その労働時間の
状況その他の事項が労働者の健康の保持を
考慮して厚生労働省令で定める要件に該当
する労働者に対し、厚生労働省令で定める
ところにより、医師による面接指導（問
診その他の方法により心身の状況を把握し、
これに応じて面接により必要な指導を行う
ことをいう。以下同じ。）を行わなければ
ならない。
２�　労働者は、前項の規定により事業者が行
う面接指導を受けなければならない。ただ
し、事業者の指定した医師が行う面接指導
を受けることを希望しない場合において、
他の医師の行う同項の規定による面接指導
に相当する面接指導を受け、その結果を証
明する書面を事業者に提出したときは、こ
の限りでない。
３�　事業者は、厚生労働省令で定めるところ
により、第一項及び前項ただし書の規定に
よる面接指導の結果を記録しておかなけれ
ばならない。
４�　事業者は、第一項又は第二項ただし書の
規定による面接指導の結果に基づき、当該
労働者の健康を保持するために必要な措置
について、厚生労働省令で定めるところに
より、医師の意見を聴かなければならない。
５�　事業者は、前項の規定による医師の意見
を勘案し、その必要があると認めるときは、
当該労働者の実情を考慮して、就業場所の
変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜
業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当
該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛
生委員会又は労働時間等設定改善委員会へ
の報告その他の適切な措置を講じなければ
ならない。

I　7　面接指導（第 66条の 8、第 66条の 9
関係）

（1）　面接指導（第 66条の 8関係）
ア　第 1項関係
　（ア）　脳血管疾患及び虚血性心疾患等（以
下「脳・心臓疾患」という。）の発症が長時
間労働との関連性が強いとする医学的知見を
踏まえ、これら疾病の発症を予防するため、
医師による面接指導を実施すべきこととした
ものであること。また、労災認定された自殺
事案をみると長時間労働であった者が多いこ
とから、面接指導の実施の際には、うつ病等
のストレスが関係する精神疾患等の発症を予
防するためにメンタルヘルス面にも配慮する
こと。
　（イ）　面接指導を実施する医師としては、
産業医、産業医の要件を備えた医師等労働者
の健康管理等を行うのに必要な医学に関する
知識を有する医師が望ましいこと。
　（ウ）　面接指導の費用については、法で事
業者に面接指導の実施の義務を課している以
上、当然、事業者が負担すべきものであること。
　（エ）　面接指導を受けるのに要した時間に
係る賃金の支払いについては、当然には事業
者の負担すべきものではなく、労使協議して
定めるべきものであるが、労働者の健康の確
保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であ
ることを考えると、面接指導を受けるのに要
した時間の賃金を事業者が支払うことが望ま
しいこと。
　（オ）　派遣労働者に対する面接指導につい
ては、派遣元事業主に実施義務が課せられる
ものであること。なお、派遣労働者の労働時
間については、実際の派遣就業した日ごとの
始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時
間について、労働者派遣事業の適正な運営の
確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関
する法律（昭和60年法律第 88号。以下「労

逐条解説—法第 66 条の 8（長時間労働者に対する面接指導制度の整備）

関連—附則 2条、安衛則 52条の 2、同 52 条の 3、同 52 条の 4、同 52 条 5、同 52 条の 6、
同 52 条の 7
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働者派遣法」という。）第 42 条第 3 項に基
づき派遣先が派遣元事業主に通知することと
なっており、面接指導が適正に行われるため
には派遣先及び派遣元の連携が不可欠である
こと。
イ　第 4項関係
　（ア）　医師の意見聴取については、面接指
導を実施した医師から、面接指導の結果報告
に併せて意見を聴取することが適当であるこ
と。なお、地域産業保健センターの医師によ
り面接指導を実施した場合は、事業者は当該
医師から意見を聴取すること。
　（イ）　面接指導を実施した医師が、当該
面接指導を受けた労働者の所属する事業場で
選任されている産業医でない場合には、面接
指導を実施した医師からの意見聴取と併せて、
当該事業場で選任されている産業医の意見を
聴取することも考えられること。
ウ　第 5項関係
　（ア）　面接指導実施後の措置の例として、
医師の意見の衛生委員会等又は労働時間等設
定改善委員会への報告を規定した趣旨は、I
の 5と同様であること。
また、衛生委員会等又は労働時間等設定改善
委員会への医師の意見の報告に当たっては、
医師からの意見は個人が特定できないように
集約・加工するなど労働者のプライバシーに
適正な配慮を行うことが必要であること。
　（イ）　特にメンタルヘルス不調に関し、面
接指導を受けた結果として、事業者が労働者
に対して不利益な取扱いをすることがあって
はならないこと。
　（ウ）　事業者は、面接指導により労働者の
メンタルヘルス不調を把握した場合は、必要
に応じ精神科医等と連携を図りつつ対応する
ことが適当であること。

VI　第 2　法第 66 条の 8に基づく面接指導
等については、派遣中の労働者に関し、派遣
元事業者のみが事業者としての責務を負うも
のとされたこと。〔附則〕

〔附則〕
（新労働安全衛生法第六十六条の八等の適用
に関する特例）
第�二条　この法律の施行の日（以下「施行
日」という。）から平成二十年三月三十一
日までの間における第一条の規定による改

I　7　面接指導（第 66条の 8、第 66条の 9
関係）

（3）　小規模事業場における面接指導等（改
正法附則第 2条関係）
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　�正後の労働安全衛生法（以下「新労働安全
衛生法」という。）第六十六条の八及び第
六十六条の九の規定の適用については、新
労働安全衛生法第六十六条の八第一項及び
第六十六条の九中「事業者は」とあるのは、
「事業者は、その事業場の規模が第十三条
第一項の政令で定める規模に該当するとき
は」とする。

常時 50 人以上の労働者を使用する事業場
以外の事業場については、平成 20年 3月 31
日までの間は、法第 66 条の 8の適用はない
こと。
しかしながら、平成 20 年 3 月 31 日まで
の間、これらの事業場についても、長時間労
働による健康障害を防止するため、地域産業
保健センターを活用すること等により面接指
導等を実施するとともに、その結果に基づく
措置を講ずることが適当であること。

〔労働安全衛生規則〕

第一節の三面接指導等

（面接指導の対象となる労働者の要件等）
第�五十二条の二　法第六十六条の八第一項の
厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を
除き一週間当たり四十時間を超えて労働さ
せた場合におけるその超えた時間が一月当
たり百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認
められる者であることとする。ただし、次
項の期日前一月以内に面接指導を受けた労
働者その他これに類する労働者であつて面
接指導を受ける必要がないと医師が認めた
ものを除く。
２�　前項の超えた時間の算定は、毎月一回以
上、一定の期日を定めて行わなければなら
ない。

IV　第 1　5　面接指導等

（1）　面接指導の対象となる労働者の要件を、
1週間当たり 40 時間を超えて労働させた時
間が 1月当たり 100 時間を超え、かつ、疲労
の蓄積が認められる者であることとしたこと。
ただし、期日前 1月以内に面接指導を受けた
労働者その他これに類する者で、面接指導を
受ける必要がないと医師が認めたものを除く
こととしたこと。（第 52条の 2第 1項）
（2）　（1）の時間の算定に当たっては、毎月
1回以上、一定の期日を定めてこれを行わな
ければならないものとしたこと。（第 52条の
2第 2項）

IV　第 2　12　面接指導（第 52 条の 2から
第 52条の 7まで関係）

（1）　面接指導の対象者となる労働者の要件
等（第 52条の 2関係）
　ア　第 1項の「休憩時間を除き一週間当た
り四十時間を超えて労働させた場合における
その超えた時間」（以下「時間外・休日労働
時間」という。）について、1月当たりの時間
外・休日労働時間の算定は、次の式により行
うこと。

1か月の総労働時間数（労働時間数 +延長時
間数 +休日労働時間数）−（計算期間（1か
月間）の総暦日数 /7）× 40

この算定方法は、特例措置対象事業場（週
44 時間労働制）、変形労働時間制やフレック
スタイム制を採用している事業場についても
同様であること。
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イ　専門業務型裁量労働制及び企画業務型
裁量労働制の適用を受ける労働者については、
使用者が健康・福祉確保措置を行うに当たっ
て把握されている「労働時間の状況」を基に、
事業場ごとに取り決めた方法により、時間外・
休日労働時間を把握すること。
ウ　イに掲げるもののほか、管理・監督の

地位にある者等労働時間等に係る規定の適用
について特段の定めのある労働者については、
労働者自らが「時間外・休日労働時間が 1月
当たり 100 時間を超え、かつ、疲労の蓄積
があると認められる」と判断し、第 52 条の
3の規定による申出があった場合に面接指導
を実施すること。
エ　時間外・休日労働時間の時間数につい

て、事業者の把握している時間数と第 52 条
の 3に基づく申出を行った労働者の把握して
いる時間数との間に差異があり、かつ、その
確定に時間を要する場合においては、健康確
保の観点から、まずは面接指導を実施するこ
とが望ましいこと。
オ　第 1項の「疲労の蓄積」は、通常、他

者には認知しにくい自覚症状として現れるも
のであることから、第 52 条の 3に基づく申
出の手続をとった労働者については、「疲労
の蓄積があると認められる者」として取り扱
うものであること。
カ　第 1項の「これに類する労働者」に

は、医師による診察の結果、健康診断の　結
果、過去の面接指導の結果、疲労蓄積度のチ
ェックリストの結果等に基づき、医師が健康
上問題がないと認めた労働者が含まれること。
キ　第 2項の「一定の期日」は事業場の判

断により定めるものであり、例えば、事業場
における賃金締切日が考えられること。

〔労働安全衛生規則〕

（面接指導の実施方法等）
第�五十二条の三　面接指導は、前条第一項の要
件に該当する労働者の申出により行うものと
する。
２�　前項の申出は、前条第二項の期日後、遅
滞なく、行うものとする。
３�　事業者は、労働者から第一項の申出があ
つたときは、遅滞なく、面接指導を行わな
ければならない。
４�　産業医は、前条第一項の要件に該当する
労働者に対して、第一項の申出を行うよう

IV　第 1　5　面接指導等

（3）　面接指導は、（1）の要件に該当する労
働者の申出により行うものとしたこと。（第
52条の 3第 1項）

（4）　産業医による申出の勧奨、面接指導に
おける確認事項、結果の記録、書類の保存、
医師の意見聴取手続等について規定したこと。
（第 52の 3第 2項から第 52条の 7まで）
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　勧奨することができる。 IV　第 2　12面接指導（第 52条の 2から第
52条の 7まで関係）

（2）　面接指導の実施方法等（第 52 条の 3
関係）

ア　必要な労働者に対し、確実に面接指導
を実施することができるよう、月 100 時間
を超える時間外・休日労働をさせた事業場又
はそのおそれのある事業場等においては、
①　労働者が自己の労働時間数を確認でき
る仕組みの整備
②　申出様式の作成、申出窓口の設定など
申出手続を行うための体制の整備
③　労働者に対する体制の周知を図ること。
なお、これらについては、衛生委員会等に
おいて調査審議すること。この調査審議の際
には、申出を行うことによる不利益な取扱い
が行われることがないようにすることなど、
申出がしやすい環境となるよう配慮すること。

　イ　第 1項の申出は、労働者が面接指導を
受ける旨を申し出るものであるが、確実に面
接指導を実施するためには、当該申出の際に、
労働者の希望する面接指導の実施日時、場所
その他面接指導を実施するに当たり配慮を求
める事項等についても申し出ることが考えら
れること。
また、労働者が事業者の指定する医師以外
の医師の面接指導を受けることを希望する旨
についても、この申出の際に併せて申し出る
取扱いとすることも可能であること。なお、
申出の際に労働者の希望する医師についても
申し出るようにすることとし、当該医師を事
業者が指定することも考えられること。

ウ　第 1項の申出は書面や電子メール等で
行い、事業者は、その記録を残すようにする
こと。

エ　第 2項の「遅滞なく」とは、概ね 1月
以内をいうこと。
オ　第 3項の「遅滞なく」とは、申出後、
概ね 1月以内をいうこと。
カ　家族や職場の周囲の者が労働者の不調
に気付くことも少なくないことから、プライ
バシーの保護に留意しつつ、事業者は、家族
や周囲の者から相談・情報を受けた場合に、
必要に応じて当該労働者に面接指導を受ける



　　71

第 1章　改正　労働安全衛生法—逐条解説

面
接
指
導
等

ように働きかけるなどの仕組みを整備するこ
とが望ましいこと。
キ　第 4項に基づき、産業医が労働者に確

実に申出の勧奨を行うことができるよう、事
業者は、産業医に対して、時間外・休日労働
時間が 1月当たり 100 時間を超えた労働者
に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数
及び時間数等の情報を提供することが望まし
いこと。また、勧奨の方法として、（1）産業
医が、健康診断の結果等から脳・心臓疾患の
発症リスクが長時間労働により高まると判断
される労働者に対して、第 52 条の 2に該当
した場合に申出を行うことをあらかじめ勧奨
しておくことや、（2）上記カと同様に家族や
周囲の者からの相談・情報を基に産業医が当
該労働者に対して申出の勧奨を行うことも考
えられること。
ク　事業場において、時間外・休日労働時

間が 1月当たり 100 時間を超えた労働者全
員に対して面接指導を実施することとした場
合については、対象者全員に対して面接指導
の実施について通知等を行い、これに対して
労働者が申込みを行った場合や現に面接指導
を受けに来たことをもって申出を行ったもの
とみなすことができること。なお、この場合、
対象者全員に通知等を行ったにもかかわらず、
面接指導を受けなかった労働者については、
申出がなかったものとして差し支えないこと。

〔労働安全衛生規則〕

（面接指導における確認事項）
第�五十二条の四　医師は、面接指導を行うに
当たつては、前条第一項の申出を行つた労
働者に対し、次に掲げる事項について確認
を行うものとする。
一　当該労働者の勤務の状況
二　当該労働者の疲労の蓄積の状況
三�　前号に掲げるもののほか、当該労働者
の心身の状況

（労働者の希望する医師による面接指導の証明）
第�五十二条の五　法第六十六条の八第二項た
だし書の書面は、当該労働者の受けた面接
指導について、次に掲げる事項を記載した
ものでなければならない。
一　実施年月日
二　当該労働者の氏名
三　面接指導を行つた医師の氏名

第 2　12 面接指導（第 52 条の 2 から第 52
条の 7まで関係）

（3）　労働者の希望する医師による面接指導
の証明（第 52条の 5関係）
事業者に提出する面接指導の結果の証明に

記載すべき事項については、医師が面接指導
を通じて知り得た労働者の状況について、健
康情報留意事項通達に基づき、必要に応じて
適切に判断する必要があること。特に第 5号
の心身の状況については、必ずしも疾病名等
の状況を記載すべき趣旨ではないこと。
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四　当該労働者の疲労の蓄積の状況
五�　前号に掲げるもののほか、当該労働者
の心身の状況

〔労働安全衛生規則〕

（面接指導結果の記録の作成）
第�五十二条の六　事業者は、面接指導（法第
六十六条の八第二項ただし書の場合におい
て当該労働者が受けた面接指導を含む。次
条において同じ。）の結果に基づき、当該
面接指導の結果の記録を作成して、これを
五年間保存しなければならない。
２�　前項の記録は、前条各号に掲げる事項及
び法第六十六条の八第四項の規定による医
師の意見を記載したものでなければならな
い。

IV 第 2　12 面接指導（第 52 条の 2 から第
52条の 7まで関係）

（4）　面接指導結果の記録の作成（第 52 条
の 6関係）
第 1項の面接指導結果の記録は、第 2項の
事項が記載されたものであれば、面接指導を
実施した医師からの報告をそのまま保存する
ことで足りること。

〔労働安全衛生規則〕

（面接指導の結果についての医師からの意見
聴取）
第�五十二条の七　面接指導の結果に基づく
法第六十六条の八第四項の規定による医師
からの意見聴取は、面接指導が行われた後
（法第六十六条の八第二項ただし書の場合
にあつては、当該労働者が面接指導の結
果を証明する書面を事業者に提出した後）、
遅滞なく行わなければならない。

IV　第 2　5　面接指導等

（4）産業医による申出の勧奨、面接指導にお
ける確認事項、結果の記録、書類の保存、医
師の意見聴取手続等について規定したこと。
（第 52条の 3第 2項から第 52条の 7まで）

IV　第 2　12　面接指導（第 52 条の 2から
第 52条の 7まで関係）

（5）　医師からの意見聴取（第 52 条の 7 関
係）
意見聴取は遅滞なく行われる必要があるが、
遅くとも面接指導を実施してから概ね 1月以
内に行うこと。なお、労働者の健康状態から
緊急に事後措置を講ずべき必要がある場合に
は、可能な限り速やかに行われる必要がある
こと。
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法令 説明・解釈

労働安全衛生法

第�六十六条の九　事業者は、前条第一項の規
定により面接指導を行う労働者以外の労働
者であつて健康への配慮が必要なものにつ
いては、厚生労働省令で定めるところによ
り、必要な措置を講ずるように努めなけれ
ばならない。

I　7　面接指導（第 66条の 8、第 66条の 9
関係）

（2）　必要な措置（第 66条の 9関係）
面接指導の対象となる労働者以外の労働者
であっても、脳・心臓疾患の発症の予防的な
意味を含め、健康への配慮が必要なものに対
して、第 66条の 8第 1項から第 5項までの
措置に準じた必要な措置を講ずるよう事業者
に努力義務を課すものであること。

VI　第 2　第 66 条の 9に基づく面接指導等
については、派遣中の労働者に関し、派遣元
事業者のみが事業者としての責務を負うもの
とされたこと。

〔附則〕
（新労働安全衛生法第六十六条の八等の適用
に関する特例）
第�二条　この法律の施行の日（以下「施行
日」という。）から平成二十年三月三十一
日までの間における第一条の規定による改
正後の労働安全衛生法（以下「新労働安全
衛生法」という。）第六十六条の八及び第
六十六条の九の規定の適用については、新
労働安全衛生法第六十六条の八第一項及び
第六十六条の九中「事業者は」とあるのは、
「事業者は、その事業場の規模が第十三条
第一項の政令で定める規模に該当するとき
は」とする

I　7　面接指導（第 66条の 8、第 66条の 9
関係）

（3）　小規模事業場における面接指導等（改
正法附則第 2条関係）
常時50人以上の労働者を使用する事業場以
外の事業場については、平成20年3月31日
までの間は、法第66条の8の適用はないこと。
しかしながら、平成 20 年 3 月 31 日まで
の間、これらの事業場についても、長時間労
働による健康障害を防止するため、地域産業
保健センターを活用すること等により面接指
導等を実施するとともに、その結果に基づく
措置を講ずることが適当であること。

〔労働安全衛生規則〕

（法第六十六条の九に規定する必要な措置の
実施）
第�五十二条の八　法第六十六条の九の必要な
措置は、面接指導の実施又は面接指導に準
ずる措置とする。
２�　法第六十六条の九の必要な措置は、次に
掲げる者に対して行うものとする。

IV　第 1　5　面接指導等

（5）　法第66条の9の必要な措置は、面接指
導又はこれに準ずる措置とするとともに、当該
措置を講ずべき者として、長時間の労働により、
疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有
している労働者及び事業場において定められた
同条の必要な措置の実施に関する基準に該当す
る労働者を定めたこと。（第52条の8）

IV　第 2　13　法第 66 条の 9の必要な措置
（第 52条の 8関係）

逐条解説—法第 66 条の 9（66 の 8-1 による面接指導を行う労働者以外の労働者への配慮）

関連—附則 2条、安衛則 52条の 8
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　一�　長時間の労働により、疲労の蓄積が認
められ、又は健康上の不安を有している
労働者

　二�　前号に掲げるもののほか、事業場にお
いて定められた法第六十六条の九の必要
な措置の実施に関する基準に該当する労
働者

３�　前項第一号に掲げる労働者に対して行う
法第六十六条の九の必要な措置は、当該労
働者の申出により行うものとする。

（1）　第 1項の「面接指導に準ずる措置」に
は、労働者に対して保健師等による保健指導
を行うこと、チェックリストを用いて疲労蓄
積度を把握の上必要な者に対して面接指導を
行うこと、事業場の健康管理について事業者
が産業医等から助言指導を受けること等が含
まれること。
（2）　第2項第1号の「長時間」とは時間外・
休日労働時間が 1月当たり 80 時間を超える
ことをいうこと。
（3）　第 2項第 2号の「基準」を事業場にお
いて定めるに当たっては、衛生委員会等で調
査審議の上、定めるものとすること。この際
には、事業者は衛生委員会等における調査審
議の内容を踏まえて決定するとともに、長時
間労働による健康障害に係る医学的知見を考
慮し、以下のア及びイに十分留意すること。
なお、常時 50 人以上の労働者を使用する
事業場以外の事業場においては、衛生委員会
等の調査審議に代え、第 23 条の 2の関係労
働者の意見を聴くための機会を利用して、上
記基準の設定について労働者の意見を聴取す
るように努め、その意見を踏まえつつ対策を
樹立する必要があること。
　ア　時間外・休日労働時間が 1月当たり
100時間を超える労働者及び2ないし 6月の
平均で 1月当たり 80 時間を超える労働者に
ついては、すべての労働者について面接指導
を実施するよう基準の設定に努めること。
　イ　時間外・休日労働時間が 1月当たり
45 時間を超える労働者については、健康へ
の配慮の必要な者の範囲と措置について検討
し、それらの者が措置の対象となるように基
準を設定することが望ましいこと。また、こ
の措置としては、時間外・休日労働時間が 1
月当たり 45 時間を超える労働者について作
業環境、労働時間等の情報を産業医等に提供
し、事業場における健康管理について事業者
が助言指導を受けることも考えられること。
（4）　必要な労働者が確実に第3項の申出を行
うことができるよう、実施体制の整備を図るこ
とが必要であることは第52条の3に基づく申
出の場合と同様であること。（12（2）参照）
（5）　面接指導又は面接指導に準ずる措置を実
施した場合には、その結果に基づき事後措置を
実施するよう努めること。
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（健康診断実施後の措置）

第�六十六条の五　事業者は、前条の規定によ
る医師又は歯科医師の意見を勘案し、その
必要があると認めるときは、当該労働者の
実情を考慮して、就業場所の変更、作業の
転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減
少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の
実施、施設又は設備の設置又は整備、当該
医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若し
くは安全衛生委員会又は労働時間等設定改
善委員会（労働時間等の設定の改善に関す
る特別措置法（平成四年法律第九十号）第
七条第一項に規定する労働時間等設定改善
委員会をいう。以下同じ。）への報告その
他の適切な措置を講じなければならない。
２�　厚生労働大臣は、前項の規定により事業
者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を
図るため必要な指針を公表するものとする。
３�　厚生労働大臣は、前項の指針を公表し
た場合において必要があると認めるときは、
事業者又はその団体に対し、当該指針に関
し必要な指導等を行うことができる。

I　5　健康診断実施後の措置等（第 66 条の
5関係）

長時間にわたる労働による労働者の健康障
害の防止を図るための対策やメンタルヘルス
対策等の労働者の健康障害の防止及び健康の
保持増進を図るための対策については、衛生
委員会等（衛生委員会及び安全衛生委員会を
いう。以下同じ。）において必要に応じて労
働者の健康の状況を掌握し、これを踏まえて
調査審議することが有効と考えられることか
ら、健康診断実施後の措置の例として、医師
等の意見の衛生委員会等への報告を追加した
こと。
また、労働時間等の設定の改善に関する特

別措置法（平成 4年法律第 90号）第 7条の
労働時間等設定改善委員会は、労働時間等の
設定の改善を図るための措置その他労働時
間等の設定の改善に関する事項を調査審議し、
事業主に対し意見を述べることを目的とする
委員会であり、同委員会に対して健康診断結
果に基づく医師の意見を報告することは、労
働者の健康に配慮した労働時間等の設定の改
善に有効と考えられることから、健康診断実
施後の措置の例として、医師等の意見の労働
時間等設定改善委員会への報告を追加したこ
と。
なお、衛生委員会等又は労働時間等設定改

善委員会への医師等の意見の報告に当たって
は、医師等からの意見は個人が特定できない
ように集約・加工するなど労働者のプライバ
シーに適正な配慮を行うことが必要であるこ
と。

逐条解説—法第 66 条の 5（健康診断実施後の措置）
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法令 説明・解釈

労働安全衛生法（本条項に改正なし）

（産業医等）
第�十三条　事業者は、政令で定める規模の
事業場ごとに、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、医師のうちから産業医を選任し、
その者に労働者の健康管理その他の厚生労
働省令で定める事項（以下「労働者の健康
管理等」という。）を行わせなければなら
ない。
２�　産業医は、労働者の健康管理等を行うの
に必要な医学に関する知識について厚生労
働省令で定める要件を備えた者でなければ
ならない。
３�　産業医は、労働者の健康を確保するため
必要があると認めるときは、事業者に対し、
労働者の健康管理等について必要な勧告を
することができる。
４�　事業者は、前項の勧告を受けたときは、
これを尊重しなければならない。

〔労働安全衛生規則〕

（産業医及び産業歯科医の職務等）
第�十四条　法第十三条第一項の厚生労働省令
で定める事項は、次の事項で医学に関する
専門的知識を必要とするものとする。
　一�　健康診断及び面接指導等（法第六十六

条の八第一項に規定する面接指導（以下
「面接指導」という。）及び法第六十六
条の九に規定する必要な措置をいう。）
の実施並びにこれらの結果に基づく労働
者の健康を保持するための措置に関する
こと。

　二　作業環境の維持管理に関すること。
　三　作業の管理に関すること。
　四�　前三号に掲げるもののほか、労働者の

健康管理に関すること。
　五�　健康教育、健康相談その他労働者の健

康の保持増進を図るための措置に関する
こと。

　六　衛生教育に関すること。
　七�　労働者の健康障害の原因の調査及び再

発防止のための措置に関すること。

IV　第 1　（3）　産業医の職務として、面接
指導等の実施及びその結果に基づく労働者の
健康を保持するための措置に関することを追
加したこと。（第 14条）

IV　第 2　3　産業医の職務（第14条第 1項
関係）

　従来の労働者の健康障害の防止と健康保持
を図るための産業医としての専門的な立場か
らの職務内容に、医師による面接指導等に関
する事項を追加したものであること。

逐条解説—法第 13 条（産業医の職務の追加）

関連—安衛則 14条
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２�　法第十三条第二項の厚生労働省令で定め
る要件を備えた者は、次のとおりとする。
　一�　法第十三条第一項に規定する労働者

の健康管理等（以下「労働者の健康管理
等」という。）を行うのに必要な医学に
関する知識についての研修であって厚生
労働大臣が定めるものを修了した者

　二�　医学の正規の課程であって産業医の養成
等を行うことを目的とするものを設置して
いる産業医科大学その他の大学であって厚
生労働大臣か指定するものにおいて当該課
程を修めて卒業した者であって、厚生労働
大臣が定める実習を履修したもの
三�　労働衛生コンサルタント試験に合格し
た者で、その試験の区分が保健衛生であ
るもの

　四�　学校教育法による大学において労働衛
生に関する科目を担当する教授、助教授
又は講師（常時勤務する者に限る。）の
職にあり、又はあった者

　五�　前各号に掲げる者のほか、厚生労働大
臣が定める者

３�　産業医は、第一項各号に掲げる事項につ
いて、総括安全衛生管理者に対して勧告し、
又は衛生管理者に対して指導し、若しくは
助言することができる。
４�　事業者は、産業医が法第十三条第三項の
規定による勧告をしたこと又は前項の規定
による勧告、指導若しくは助言をしたこと
を理由として、産業医に対し、解任その他
不利益な取扱いをしないようにしなければ
ならない。
５�　事業者は、令第二十二条第三項の業務に
常時五十人以上の労働者を従事させる事業
場については、第一項各号に掲げる事項の
うち当該労働者の歯又はその支持組織に関
する事項について、適時、歯科医師の意見
を聴くようにしなければならない。
６�　前項の事業場の労働者に対して法第
六十六条第三項の健康診断を行なった歯科
医師は、当該事業場の事業者又は総括安
全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障
害（歯又はその支持組織に関するものに限
る。）を防止するため必要な事項を勧告す
ることができる。
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法令 説明・解釈

労働安全衛生法

（健康診断等に関する秘密の保持）
第�百四条　第六十五条の二第一項及び第
六十六条第一項から第四項までの規定によ
る健康診断並びに第六十六条の八第一項の
規定による面接指導の実施の事務に従事し
た者は、その実施に関して知り得た労働者
の秘密を漏らしてはならない。

I　9　健康診断等に関する秘密の保持（第
104 条関係）

（1）　面接指導制度が新たに設けられたこと
から、面接指導の実施に従事した者の秘密保
持義務を定めたものであること。
（2）　面接指導に関する実務を行うに当たっ
ては、労働者の健康情報は、平成 16 年 10
月 29 日付け基発第 1029009 号「雇用管理
に関する個人情報のうち健康情報を取り扱う
に当たっての留意事項について」（以下「健
康情報留意事項通達」という。）に基づき、
特に適正な取扱いが確保されるべきものであ
ることに留意すること。

逐条解説—法第 104 条（面接指導の実施に従事した者の秘密保持義務）
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「平成 16 年 8 月今後の労働安全衛生対策の在り方に係る検討会報告書」

平成 16年 12月 27 日付今後の労働安全衛生対策について（建議）の元となった「平成 16年

8月今後の労働安全衛生対策の在り方に係る検討会報告書」において、本条（66条の 8、66 条

の 9、66条の 5、13条、104 条）に関連する記述として、次のような箇所が認められる。〔編注〕

（4）労働者を取り巻く社会経済情勢の変化

　ウ　業務の変化による労働者の負担の増大

　労働者の負担については、厚生労働省平成 14年労働者健康状況調査によると、仕事による強

い不安、ストレスを抱える労働者は 6割以上に達しており、また、一般定期健康診断の結果、脳・

心臓疾患につながる所見をはじめとして何らかの所見を有する労働者の割合が増加している。

　また、「過労死」等及び精神障害等に関する労災認定件数は、前述のとおりであり、高水準で

推移している。

「平成 16 年 8 月過重労働・メンタルヘルス対策の在り方に係る検討会報告書」

平成 16年 12月 27 日付今後の労働安全衛生対策について（建議）の元となった「平成 16年

8月過重労働・メンタルヘルス対策の在り方に係る検討会報告書」において、本条（66条の 8、

66条の9、66条の5、13条、104条）に関連する記述として、次のような箇所が認められる。〔編注〕

報告書

4　取り組むべき対策の方向

（1）過重労働による健康障害防止対策の在り方

ア　健康診断の実施とその結果に基づく適切な事後措置
○�労働者の健康管理については、現行労働安全衛生法において、脳・心臓疾患に関連する項目も

含む健康診断の実施とその結果についての医師からの意見聴取、健康診断実施後の措置、保健

指導等を確実に実施することが事業者の責務とされている。これらの事項は、労働者の健康状

況に応じた措置として健康管理の基本となるものであり、この徹底が先ず重要である。また、

これらの措置の適切な実施の促進を図るために、今後、健康診断結果の的確な判断基準、健康

診断の事後措置に係る情報提供等を進めることが必要である。なお、二次健康診断等給付の活

用も図る必要がある。

イ　疲労の蓄積によるリスクが高まった場合の面接指導等
○�労働者に長時間の時間外労働など過重な労働をさせたことにより疲労が蓄積している場合には、

脳・心臓疾患発症のリスクが高まるとされていることから、このような状況となった労働者の迅
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速な把握が不可欠であり、また、その健康の状態を把握し、適切な措置を講じるようにするため、

医師が直接労働者に面接すること及び健康確保上の指導を行うことを制度化すべきである。

○�さらに、事業者は、医師による面接指導の結果に基づき、必要に応じて健康診断、労働時間の

制限や休養・療養等の適切な措置を実施するようにすべきである。

○�この医師による面接指導が必要な場合としては脳・心臓疾患発症との関連性が強いとされる月

100 時間を超える時間外労働又は 2ないし 6か月間に月平均 80時間を超える時間外労働をや

むなく行った場合が考えられる。具体的には、事務処理などの実効性を考慮すると時間外労働

時間の算定は月単位での処理が適当であると考えられる。

○�また、これより時間外労働時間が短い場合であっても、予防的な意味を含め健康上問題が認め

られる場合には面接指導を行うことが必要と考えられ、例えば、労働者が脳・心臓疾患に係る

基礎疾患を有する等一定程度以上のリスクを有しているとき、労働者自身が健康に不安を感じ

たときや周囲の者が労働者の健康の異常を疑ったとき等であって産業医等が必要と認めた場

合等には医師による面接指導を実施することが必要と考えられる。さらに、これらの対象者が

事業場内の産業医等による面接を希望しない場合、自ら外部の医師の面接指導を受け、その結

果を事業者に提出することができるようにすることも必要と考えられる。これらの場合に関し

ては、専属産業医の有無等事業場の実施体制、労働者の意見等も考慮する必要があることから、

一律に基準を定めるのではなく、各事業場において、衛生委員会等の意見を聴き、自主的な基

準により制度化していくことが適当である。

○�なお、上記の面接指導は、月 100 時間を超える時間外労働を行った者等については必ず実施

することが原則であるが、ハイリスクグループに集中して効果的に健康管理を進めるという観

点から、労働者の健康診断結果、それまでの面接指導の結果、労働者が従事する作業内容、時

間外労働時間の状況等の要素を勘案した上で医師の判断によっては、毎月連続して行わなくと

もよい場合もあるものと考えられる。

○�上記の措置等を的確に実施するため、また、産業医等が現場の労働負荷の状況に応じて適切な

助言ができるよう、時間外労働時間等の情報が産業医、衛生管理者、衛生推進者、保健師等の

産業保健スタッフに適切かつ迅速に提供される必要がある。

○�また、長期出張中の労働者、管理監督者、裁量労働者など一般の労働者とは労働時間管理が異

なる者についても、過重労働による健康障害のリスクを考慮すると、原則として一般の労働者

に準じた措置を実施する必要がある。

○�なお、長時間の時間外労働により疲労が蓄積している者に対しては、適切な休養を取らせるこ

とにより蓄積した疲労を解消させるようにすることも必要である。

ウ　事業場における労使の自主的な取組
○�過重労働による健康障害防止対策としては、時間外労働の削減等により過重な負荷を排除する

ことが基本であり、労働基準法令の遵守はもとより、時間外労働、交替制勤務、深夜勤務等の

負荷要因の把握と改善に向けて労使が協力して自主的な取組を行うことが期待されるところで

ある。特に、月 100 時間を超える恒常的な時間外労働はさせないようにすべきである。

○�職場における負荷要因を把握し、これを改善していく方策を検討する場としては、労働者の健

康障害を防止する観点から、労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等を活用す
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べきである。衛生委員会等で有効な議論が行われるためには、時間外労働時間等の情報が衛生

委員会等に適切に提供されることが必要である。衛生委員会の設置義務のない小規模事業場に

おいても、労使による職場改善の検討がなされることが適当である。

エ　労働者自身の取組の促進
○�過重労働による健康障害防止のためには、事業者が適切な措置を講じることが不可欠であるが、

労働者自身も健康的な生活習慣を身につけるなど自らの健康管理に対して自覚と自助努力が必

要である。

○�これらの取組を促進するためには、労働者自らが実施可能な業務の管理、健康的な生活習慣の

確立等に関して事業者が教育、情報提供等を行い、労働者自らが実践していくことが必要である。

（2）メンタルヘルス対策の在り方

ア　計画の策定
○�職場の改善等を含め、メンタルヘルス対策は、中長期的視野に立って、継続的かつ計画的に行

われることが重要である。しかしながら、平成 14年労働者健康状況調査によれば、心の健康

づくり計画の策定を行っている事業場はメンタルヘルス対策に取り組んでいるとする事業場の

うちの 7.6% に過ぎず、事業場における計画の策定を促進する必要がある。計画を策定する際

には、事業場においては、衛生委員会等における審議の上、職場の現状とその問題点を明確に

するとともに、その問題点を解決する具体的な方法等についての計画が策定されることが重要

である。

イ　職場のストレスの把握と改善
○�作業環境、作業方法、労働時間、仕事の量と質など職場のストレス要因を把握し、それを改

善していくことで、労働者への心と身体の両面での負担を軽減することが可能である。これは、

集団的アプローチとして、産業保健スタッフと職場の管理監督者等が連携し、ストレスに関す

る調査票等を用いた職場環境等の評価結果等を活用して職場単位で問題点を把握し、改善して

いくというものである。

○�様々な情報から、健康管理部門がストレスの大きいと判断した職場については、健康管理部門

から職場改善について当該職場の管理監督者、人事労務部門に問題提起していくことも必要で

ある。

○�職場のストレスの要因、影響は様々であり、一律の基準を定めることは適当でないことから、

このような措置は、事業場での自主的な取組として進めることが適当である。

○�他方、個人の対応として、産業保健スタッフが健康診断時等に個人のストレスの状況等を把握

し、本人に対して情報を提供するとともに、事業者がその状況に対応した必要な配慮を行うこ

とも重要と考えられる。ただし、その際には、事業者は、個人のストレス状況の把握のために

得られた情報を、心の健康問題を抱える労働者に対する健康確保上の配慮を行うためにのみ利

用し、不適切な利用によって労働者に不利益を生じないようにすること、プライバシー保護に



�2

ついて特に注意することが必要である。なお、健康診断時等に質問票によってうつ状態などの

個人のストレスの状況を把握し、スクリーニングしようとすることについては、質問票単独で

行い評価する手法が確立していないこと、安易にスクリーニングを行うことで問題が生じるお

それがあることなどの指摘もあり、質問票等による形式的な点数評価にならないようにしなけ

ればならない。個人のストレスの状況を把握するとすれば、質問票等に加えて専門的知識を有

する者による面談を実施するなど適切な評価ができる方法によること、診断や事後措置の内容

の判断には医師が介在するなど問題を抱える者に対して事業場において事後措置を適切に実施

できる体制が存在していること等を前提として実施することが重要である。

ウ　個人のストレス対処能力の向上
○�メンタルヘルスケアとして、セルフケア、すなわち個人がストレスに適切に対処できるように

なることが重要である。このためには、労働者各人がメンタルヘルスに関する正しい知識を持

つことが必要であり、事業者は労働者に対して教育、情報提供等を行うことにより、ストレス

への気付き、ストレスの予防・軽減・対処の方法、事業場内外の相談先等について知識を付与

することが必要である。これは、心の健康問題に対する偏見を減らすことにも資するものである。

○�このような教育については、心身両面の健康保持増進対策の健康づくり（Total�Health�

promotion�Plan：THP）の健康教育の一環として行うことも考えられる。

○�また、この教育、情報提供等は、労働者のメンタルヘルスに対する意識を維持向上するために、

繰り返し行われることが重要である。

エ　メンタルヘルスの不調に早期に対応する方策

（ア）セルフチェックの実施
○�労働者本人が自分のストレスの状況について気付くことは非常に重要であり、労働者のストレ

スの気付きのために、事業場のイントラネットを活用したストレスチェックなど随時セルフチ

ェックができる機会の提供が有効である。

（イ）長時間の時間外労働を行った者等に対する医師等による面接指導
○�精神障害による自殺の労災認定事案における労働時間を見ると、長時間であったケースが多く、

また、企業における過重労働対策の効果に関する研究結果を見ると、長時間労働を行った者に

ついて医療機関に紹介したことがある産業医のうち約6割が労働者を抑うつ状態と診断して医

療機関を紹介した経験があった。このことから、長時間の時間外労働を行ったことを一つの基

準として対象者を選定し、メンタルヘルス面でのチェックを行う仕組みをつくることは効果的

であると考えられる。（1）イにおいて、過重労働による健康障害防止のために長時間の時間外

労働を行った者等を対象とした医師による面接指導を実施すべきとしているが、この際、メン

タルヘルス面にも留意した面接指導を行うようにするべきである。具体的には、（1）イにおい

て月 100 時間又は 2ないし 6か月間に月平均 80時間を超える時間外労働を行った者に対し

て面接指導を行うほか、それ以外の場合でも労働者自身が健康に不安を感じたとき、周囲の者
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が異常を疑ったとき等について事業場で自主的な基準を設けて面接指導を行うべきこととして

いるが、これらの面接指導においてメンタルヘルス面についてもチェックを行うようにするべ

きである。特に、心の健康は外部からは評価しにくいものであること、周囲の者が異常を疑う

ようなときは相当程度深刻な状況となっている可能性があることを考えると、本人や周囲の者

を端緒とした面接指導は重要であるといえる。

○�この場合も、事業者は、医師による面接指導の結果に基づき、必要に応じて適切な措置を講じ

ることが求められる。

○�さらに、労働者本人又は周囲の者が労働者のメンタルヘルスの不調を疑った場合、事業場内で

の面接指導に繋げる仕組みを整備することに加えて、労働者本人が、その所属している事業場

内の者にメンタルヘルスの不調を訴えることは抵抗があることも考えられることから、自ら外

部の医師の面接指導を受け、その結果を事業者に提出することができる仕組みをつくることが

必要である。また、この場合、事業者は、事業場内で面接指導を実施した場合と同様に産業医

等の意見を聞いた上で、必要に応じて適切な措置を講じることが求められる。

（ウ）介入が可能となる仕組みづくり
○�精神障害による自殺等の最悪の事態を避けるためには、労働者が深刻な状況に陥った場合にお

ける専門家による介入が可能となる仕組みづくりが必要である。この方法としては、周囲の者

の気づきを端緒として上記（イ）の面接指導に繋げるようにすることのほか、上司が直接専門

家に相談することがよいような場合も考えられる。

○�また、この介入の端緒としては、上司・同僚による気付きのほか家族による気付きも重要で

ある。この介入のための仕組みとして、事業場側の相談窓口を明確にしておき、家族が気付い

たとき、その窓口に相談して上記（イ）の面接指導に繋げられるようにすることが考えられる。

このほか、プライバシーの保護等に配慮して、家族が所属事業場に知られることなく相談でき

るようにメンタルヘルスに関する外部の医療機関を含む専門機関と契約するといった方法も考

えられる。また、家族が適切に対応できるように、家族に対するメンタルヘルスに関するアド

バイス、情報提供等の支援を行うことも重要である。

○�しかしながら、上記（イ）の面接指導の契機とすることを含め、メンタルヘルスの不調の者へ

の介入の端緒として周囲の者が関わることについては、周囲の者の不適当な判断により情報提

供が行われることなどもあり得ることから、その仕組みづくりに当たっては、衛生委員会等に

おいて労働者や産業医等の意見を聞きながらプライバシー保護に十分に留意しつつ検討するこ

とがきわめて重要である。

（エ）相談体制の整備
○�労働者がセルフケアを進める面から、労働者が自らの心の健康に不安を感じたとき、他者に知

られることなく、自発的に気軽に相談でき、必要な情報や助言が得られることは、非常に重要

である。このため、事業場において、随時、職場の内外の専門家に相談できる体制を整備する

ことが重要である。

○�この際、事業場内での相談体制の整備のほか、公的機関を含めた事業場外の機関の利用も考慮
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する必要がある。

（オ）管理監督者に対する教育
○�職場において日常的に労働者の指揮・管理を行うのは管理監督者であり、労働者のメンタル

ヘルスケアについて、管理監督者の役割は非常に重要である。管理監督者は、労働者の状況を

日常的に把握し、個々の労働者の能力、適性等に合わせ、適切に業務の管理を進めるとともに、

労働者の自主的な相談への対応、適切な情報の提供や必要に応じて事業場内外の相談窓口等に

繋ぐなど適切な配慮を行うことが重要である。このため、管理監督者に教育、情報提供等によ

りメンタルヘルスについての知識を付与することが不可欠である。

オ　メンタルヘルスの不調による休業者の職場復帰の支援
○�メンタルヘルスの不調により休業していた労働者の職場復帰について、当該労働者が円滑に職

場に復帰できるようにするとともに、再発を防止するため、職場における支援、配慮等が必要

である。

○�その際、治療に当たっている主治医との十分な連携が欠かせないが、事業者は産業医に、主治

医と相談しつつ本人への就労上の配慮や職場内における様々な支援について具体的な指示や調

整を行わせること、人事労務部門、受け入れる職場の管理監督者等と十分な連携を図らせるこ

とが必要である。産業医が選任されていない事業場にあっては、地域産業保健センターから専

門家の紹介を受ける等により専門家からの指導援助を受けるべきである。

○�職場復帰については、個々のケースに応じて、復帰する職場の選定、復帰時の就労形態、業務

内容等の検討のほか、受け入れる職場の者への意識啓発、適切な情報提供等も含め様々な要素

に留意して進める必要がある。職場復帰は企業にとってメンタルヘルス対策上大きな課題とな

っており、その具体的進め方等について、今後さらに検討、研究を進めていく必要がある。

カ　健康づくり・快適職場づくりの活用
○�事業場においては、これまでも心身両面の健康保持増進対策（THP）の取組や、「仕事による

疲労やストレスを感じることの少ない、働きやすい職場づくり」を目指した快適職場づくりの

取組が行われている。これらの取組をメンタルヘルス対策に活用することも重要である。

（3）体制の整備

ア　事業場内の体制整備
○�過重労働対策及びメンタルヘルス対策については、医学的知識を基礎とした健康管理がこれら

の対策の軸となるものであり、産業医等の医師の積極的な関与が重要である。特に、メンタル

ヘルス対策については、事業場外の機関を利用している場合はその機関を含めたネットワーク

を作り、産業医に関連情報が集まるようにし、産業医が指導的に取り組む体制が不可欠である。

○�産業医にはその責務について認識し、積極的に取組むことが求められ、他方、事業場には産業

医がその職務を適切に遂行できるような体制や環境を整えることが求められる。

○�専属産業医を選任していない事業場では、産業医等の医師の指揮を受けつつ、円滑に対策が進
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められるよう衛生管理者、衛生推進者、保健師等といった産業保健スタッフをその役割や専門

性に応じて活用することが重要である。

○�過重労働対策及びメンタルヘルス対策をはじめとした健康管理対策がより適切に行われるよう、

事業場における産業保健スタッフの体制の整備、スタッフの資質の向上、情報提供の充実等に

より産業保健活動の充実を図ることが不可欠である。

○�過重労働対策及びメンタルヘルス対策を進める上では、労働時間管理、就業場所や作業の転換

など、人事労務管理面からの措置が不可欠となる。このため、産業保健スタッフと人事労務部

門との連携が重要であり、相互に協力して必要な措置を実施していく必要がある。これを進め

る上で、人事労務部門の者への知識等の付与が重要である。

○�さらに、過重労働対策、メンタルヘルス対策とも、労働者自身の意識、個人の要因に関わる部

分も少なくなく、対策を事業場において効果的に実施するためには、労働者の意見が反映され

るよう労使、産業医、衛生管理者等で構成される衛生委員会等の場を活用することが重要であ

る。衛生委員会の設置義務のない小規模事業場においても、これら対策の実施に係る検討を行

うにあたり、労働者の意見が反映されるようにすることが必要である。

イ　事業場外の機関の活用
○�過重労働対策及びメンタルヘルス対策については、産業医等の医師の積極的な関与が重要であ

ることは前述したが、産業医の選任義務のない小規模事業場においては、地域産業保健センタ

ーを活用することのほか、「会社のかかりつけ医」といった医師を事業場外に持つことも有効

と考えられる。

○�メンタルヘルス対策について、産業医は必ずしも精神医療に精通しているとはいえないことか

ら、必要に応じ、産業医が精神科医等の支援を受け、あるいは労働者が直接精神科医等の助言

を受けられるような体制を整備することが望まれる。このためにも、産業保健について理解し

た専門精神科医等の育成が望まれる。

○�メンタルヘルスについて利用できる事業場外の機関には、産業保健推進センターや地域産業保

健センター、精神保健福祉センターなど公的機関から外部の医療機関やメンタルヘルスサービ

スを提供する民間機関（Employee�Assistance�Program：EAP）まで様々な機関があり、事業場

が抱える問題、事業者が求めるサービスに応じた機関の活用が重要である。利用に当たっては、

事業場外機関が提供するサービスが事業場にとって実効あるものとなるよう事業場内のメンタ

ルヘルスを担当する者を配置する等により事業場外の機関と円滑な連携を図るなど留意が必要

である。さらに、家族を通じた支援策として、地域と職域が連携して、メンタルヘルスの不調

に気付いた家族を対象として意見交換や交流、相談を行うことができる場をつくることが必要

である。

ウ　国の支援措置
○�国は、事業場における過重労働対策、メンタルヘルス対策の円滑かつ効果的な実施を支援す

るため、事業場、労働者に対する周知啓発、具体的な実施手法の検討・提示、事例の紹介、関

係情報の提供等を適宜適切に行っていくことが求められる。特に、中小規模事業場に対しては、
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実践的、具体的な手法を示し、必要な支援・指導を行うなど対策の普及に努める必要がある。

○�また、事業場内の体制整備を進めるため、事業場内での教育研修の実施や事業場での対策立案

等を担当する産業保健スタッフ等の育成に対する支援が必要である。

○�さらに、今後、過重労働対策及びメンタルヘルス対策を推進する上で、産業医等の専門的役割

がこれまで以上に重要となることから、産業医等に対して、面接指導の方法、メンタルヘルス

に関する知識等を付与するための支援が必要である。また、職場におけるメンタルヘルス対策

の充実強化を図るため、広く精神科医等に対し産業保健に関する知識を付与するよう支援する

とともに、事業場の求めに応じ適切な精神科医等を紹介できるようにするようなことが必要で

ある。

○�国が過重労働対策及びメンタルヘルス対策を推進するにあたって、事業場における医学的知識

を基礎とした健康管理が対策の軸となるものであり、産業医の選任義務のない小規模事業場で

は対策の実施が困難となることが懸念される。このため、小規模事業場に対して産業保健サー

ビスの提供を実施している地域産業保健センターの活動の充実を図ることが必要である。

○過重労働による健康障害防止のための総合対策について

　　　（平成 18年 3月 17日基発第 0317008 号厚生労働省労働基準局長通達）

長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さ

らには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られている。働く

ことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学

的知見を踏まえると、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過

重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、

労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要である。

このため、平成 14 年 2月 12 日付け基発第 0212001 号「過重労働による健康障害

防止のための総合対策について」（以下「旧総合対策」という。）に基づき所要の対策を

推進してきたところであるが、昨年 11月、働き方の多様化が進む中で、長時間労働に

伴う健康障害の増加など労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化しており、これに

的確に対処するため、必要な施策を整備充実する労働安全衛生法等の改正が行われたと

ころである。

今般、今回の労働安全衛生法等の改正の趣旨を踏まえ、旧総合対策に基づく措置との

整合性、一貫性を考慮しつつ、新たに標記の総合対策を別紙 1のとおり策定したので、

各局においては、同総合対策に基づく措置の周知徹底を図り、改正労働安全衛生法の円

滑かつ着実な施行と併せて、過重労働による健康障害防止対策のなお一層の推進に努め

られたい。

なお、旧総合対策は廃止する。

おって、関係団体に対し、別紙 2のとおり要請を行ったので、了知されたい。
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別紙 1

過重労働による健康障害防止のための総合対策

１　目的

長時間にわたる過重な労働は、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さ

らには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られている。働く

ことにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、この医学

的知見を踏まえると、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる

過重労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、

労働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要である。

このため、厚生労働省においては、平成 14年 2月から「過重労働による健康障害防

止のための総合対策」（以下「旧総合対策」という。）に基づき所要の対策を推進してき

たところであるが、今般、働き方の多様化が進む中で、長時間労働に伴う健康障害の増

加など労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化しており、これに的確に対処するた

め、必要な施策を整備充実する労働安全衛生法等の改正が行われたところである。

本総合対策は、今回の労働安全衛生法等の改正の趣旨を踏まえ、旧総合対策に基づく

措置との整合性、一貫性を考慮しつつ、事業者が講ずべき措置（別添「過重労働による

健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置」をいう。以下同じ。）を定めるととも

に、当該措置が適切に講じられるよう国が行う周知徹底、指導等の所要の措置をとりま

とめたものであり、これらにより過重労働による健康障害を防止することを目的とする

ものである。

2　過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等の周知徹底

都道府県労働局及び労働基準監督署は、集団指導、監督指導、個別指導等のあらゆる

機会を通じて、リーフレット等を活用しつつ、事業者が講ずべき措置の内容について、

事業者に広く周知を図ることとする。

なお、この周知に当たっては、関係事業者団体等並びに都道府県産業保健推進センタ

ー及び地域産業保健センター等も活用することとする。

併せて、平成 16年 6月に公開した労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト等の

周知も図ることとする。

3　過重労働による健康障害防止のための窓口指導等

（1）36 協定における時間外労働の限度時間に係る指導の徹底
ア�　労働基準法第 36 条に基づく協定（以下「36 協定」という。）の届出に際しては、
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労働基準監督署の窓口において次のとおり指導を徹底する。

（ア�）　「労働基準法第 36条第 1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する

基準」（平成 10年労働省告示第 154 号。以下「限度基準」という。）に規定する

限度時間を超える 36協定については、限度時間を遵守するよう指導を行う。特に、

限度基準第 3条ただし書又は第 4条に定める「特別の事情」を定めた 36協定に

ついては、この「特別な事情」が臨時的なものに限られるものとするよう指導す

る。また、過重労働による健康障害を防止する観点から、限度時間を超える一定

の時間まで延長する労働時間をできる限り最小限のものとするようにリーフレッ

ト等を活用し指導する。

（イ�）限度基準に適合し、月 45時間を超える時間外労働を行わせることが可能であ

る 36協定であっても、実際の時間外労働については月 45時間以下とするようリ

ーフレット等を活用し指導する。

（ウ�）　休日労働を行うことが可能な 36協定であっても、実際の休日労働をできる限

り最小限のものとするようリーフレット等を活用して指導する。

イ�　限度基準に規定する限度時間を超える 36協定について、労働者代表からも事情を

聴取した結果、労使当事者間の検討が十分尽くされていないと認められた場合などに

は、協定締結当事者である労働者側に対しても必要な指導を行う。

（2）裁量労働制に係る周知指導
裁量労働制に係る届出に際しては、労働基準監督署の窓口において、リーフレット等

を活用して、事業者が講ずべき措置の内容を周知指導する。

（3）労働時間等の設定の改善に向けた自主的取組の促進に係る措置
限度基準に規定する限度時間を超える時間外労働を行わせることが可能な 36協定を

締結している事業場であって、労働時間等の設定の改善に向けた労使による自主的取組

の促進を図ろうとするものに対し、平成 18年 4月 1日より都道府県労働局に配置され

る労働時間設定改善コンサルタント（仮称）の活用が図られるよう措置する。

4　過重労働による健康障害防止のための監督指導等

時間外・休日労働時間（休憩時間を除き 1週間当たり 40時間を超えて労働させた場

合におけるその超えた時間をいう。以下同じ。）が月 45時間を超えているおそれがあ

る事業場に対しては、次のとおり指導する。

（1�）　産業医、衛生管理者等の選任及び活動状況並びに衛生委員会等の設置及び活動状

況を確認し、必要な指導を行う。

（2�）　健康診断、健康診断結果についての医師からの意見聴取、健康診断実施後の措置、

保健指導等の実施状況について確認し、必要な指導を行う。
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（3�）　労働者の時間外・休日労働時間の状況を確認し、面接指導等（医師による面接指

導及び面接指導に準ずる措置をいう。以下同じ。）及びその実施後の措置等（別添の

5の（2）のアに掲げる措置をいう。）を実施するよう指導を行う。

（4�）　（3）の面接指導等が円滑に実施されるよう、手続等の整備（別添の 5の（2）の

イに掲げる措置をいう。）の状況について確認し、必要な指導を行う。

（5�）　事業者が（3）の面接指導等（別添 5の（2）のアの（ア）の（①から③までに掲

げる措置に限る。）に係る指導に従わない場合には、労働安全衛生法第 66条第 4項

に基づき、当該面接指導等の対象となる労働者に関する作業環境、労働時間、深夜

業の回数及び時間数、過去の健康診断及び面接指導の結果等を踏まえた労働衛生指

導医の意見を聴き、臨時の健康診断の実施を指示するとともに、厳正な指導を行う。

（6�）　事業場が常時 50人未満の労働者を使用するものである場合には、必要に応じ地

域産業保健センターの活用を勧奨する。

５ 　過重労働による業務上の疾病が発生した場合の再発防止対策を徹底するための
指導等

（1）過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場に対する再発防止対策の徹底の指導

�　過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場については、当該疾病の原因の究

明及び再発防止の措置を行うよう指導する。

（2）司法処分を含めた厳正な対処

�　過重労働による業務上の疾病を発生させた事業場であって労働基準関係法令違反が

認められるものについては、司法処分を含めて厳正に対処する。

別添

過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置
１　趣旨

長時間にわたる過重な労働は疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、さら

には、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見が得られている。働くこ

とにより労働者が健康を損なうようなことはあってはならないものであり、当該医学的

知見を踏まえると、労働者が疲労を回復することができないような長時間にわたる過重

労働を排除していくとともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労

働者の健康管理に係る措置を適切に実施することが重要である。

このため、厚生労働省においては、平成 14年 2月から「過重労働による健康障害防

止のための総合対策」（以下「旧総合対策」という。）に基づき所要の対策を推進してき

たところであるが、今般、働き方の多様化が進む中で、長時間労働に伴う健康障害の増

加など労働者の生命や生活にかかわる問題が深刻化しており、これに的確に対処するた
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め、必要な施策を整備充実する労働安全衛生法等の改正が行われたところである。

本措置は、このような背景を踏まえ、過重労働による労働者の健康障害を防止するこ

とを目的として、以下のとおり、事業者が講ずべき措置を定めたものである。

２　時間外・休日労働時間の削減

（1�）　時間外労働は本来臨時的な場合に行われるものであり、また、時間外・休日労働

時間（休憩時間を除き 1週間当たり 40時間を超えて労働させた場合におけるその超

えた時間をいう。以下同じ。）が月 45時間を超えて長くなるほど、業務と脳・心臓

疾患の発症との関連性が強まるとの医学的知見が得られている。このようなことを

踏まえ、事業者は、労働基準法第 36条に基づく協定（以下「36協定」という。）の

締結に当たっては、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表

する者とともにその内容が「労働基準法第 36条第 1項の協定で定める労働時間の延

長の限度等に関する基準」（平成 10年労働省告示第 154 号。以下「限度基準」とい

う。）に適合したものとなるようにするものとする。

�　また、限度基準第3条ただし書又は第4条に定める「特別の事情」（限度時間を超え

る一定の時間まで労働時間を延長することができる事情）を定めた36協定については、

この「特別の事情」が臨時的なものに限るとされていることに留意するものとする。さ

らに、月45時間を超えて時間外労働を行わせることが可能である場合であっても、事

業者は、実際の時間外労働を月45時間以下とするよう努めるものとする。

　さらに、事業者は、休日労働についても削減に努めるものとする

（2�）　事業者は、「労働時間の適正な把握のための使用者が講ずべき措置等に関する基

準について」（平成 13年 4月 6日付け基発第 339 号）に基づき、労働時間の適正な

把握を行うものとする。

（3�）　事業者は、裁量労働制対象労働者及び管理・監督者についても、健康確保のため

の責務があることなどに十分留意し、当該労働者に対し、過重労働とならないよう

十分な注意喚起を行うなどの措置を講ずるよう努めるものとする。

３　年次有給休暇の取得促進

事業者は、年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくり、計画的付与制度の活用等に

より年次有給休暇の取得促進を図るものとする。

４　労働時間等の設定の改善

事業者は、過重労働による健康障害を防止する観点から、労働時間等の設定の改善に

関する特別措置法第 4条第 1項に基づき、労働時間等の設定の改善に適切に対処する
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ために必要な事項について定める労働時間等設定改善指針が平成 18年 4月 1日から適

用されることに留意しつつ、必要な措置を講じるよう努めるものとする。

５　労働者の健康管理に係る措置の徹底

　（1）　健康管理体制の整備、健康診断の実施等
ア　健康管理体制の整備及び健康診断の実施

　�　事業者は、労働安全衛生法に基づき、産業医や衛生管理者等を選任し、その者に

事業場における健康管理に関する職務等を適切に行わせるとともに、衛生委員会等

を設置し、適切に調査審議を行う等健康管理に関する体制を整備するものとする。

　�　なお、事業場が常時 50人未満の労働者を使用するものである場合には、地域産

業保健センターの活用を図るものとする。

　�　また、事業者は、労働安全衛生法に基づき、健康診断、健康診断結果についての

医師からの意見聴取、健康診断実施後の措置、保健指導等を確実に実施するものと

する。特に、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、6月以内ごとに

1回の健康診断を実施しなければならないことに留意するものとする。

イ　自発的健康診断受診支援助成金の活用等

　�　事業者は、深夜業に従事する労働者を対象とした自発的健康診断受診支援助成金

制度や血圧等一定の健康診断項目に異常の所見がある労働者を対象とした二次健康

診断等給付制度の活用について、労働者への周知に努めるものとするとともに、労

働者からこれらの制度を活用した健康診断の結果の提出があったときには、その結

果に基づく事後措置についても講ずる必要があることについて留意するものとする。

　�　また、事業者は、労働安全衛生法に基づき、労働者の健康保持増進を図るための

措置を継続的かつ計画的に実施するものとする。

　（2）　長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等
ア�　面接指導等（医師による面接指導及び面接指導に準ずる措置をいう。以下同じ。）

の実施等

　（ア�）事業者は、労働安全衛生法等に基づき、労働者の時間外・休日労働時間に応

じた面接指導等を次のとおり実施するものとする。

　　①�　時間外・休日労働時間が 1月当たり 100 時間を超える労働者であって、申

出を行ったものについては、医師による面接指導を確実に実施するものとする。

　　②�　時間外・休日労働時間が 1月当たり 80時間を超える労働者であって、申出

を行ったもの（①に該当する労働者を除く。）については、面接指導等を実施

するよう努めるものとする。

　　③�　時間外・休日労働時間が 1月当たり 100 時間を超える労働者（①に該当す
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る労働者を除く。）又は時間外・休日労働時間が 2ないし 6月の平均で 1月当

たり 80時間を超える労働者については、医師による面接指導を実施するよう

努めるものとする。

　　④�　時間外・休日労働時間が 1月当たり 45時間を超える労働者で、健康への配

慮が必要と認めた者については、面接指導等の措置を講ずることが望ましいも

のとする。

　（イ�）事業者は、労働安全衛生法等に基づき、面接指導等の実施後の措置等を次の

とおり実施するものとする。

　　①�　（ア）の①の医師による面接指導を実施した場合は、その結果に基づき、労

働者の健康を保持するために必要な措置について、遅滞なく医師から意見聴取

するものとする。また、その意見を勘案し、必要があると認めるときは、労働

時間の短縮、深夜業の回数の減少など適切な事後措置を講ずるものとする。

　　②�　（ア）の②から④までの面接指導等を実施した場合は、①に準じた措置の実

施に努めるものとする。

　　③�　面接指導等により労働者のメンタルヘルス不調が把握された場合は、面接指

導を行った医師、産業医等の助言を得ながら必要に応じ精神科医等と連携を図

りつつ対応するものとする。

イ　面接指導等を実施するための手続等の整備

　（ア�）事業者は、アの面接指導等を適切に実施するために、衛生委員会等において、

以下の事項について調査審議を行うものとする。また、この結果に基づく必要

な措置を講ずるものとする。

　　①　面接指導等の実施方法及び実施体制に関すること。

　　②　面接指導等の申出が適切に行われるための環境整備に関すること。

　　③�　面接指導等の申出を行ったことにより当該労働者に対して不利益な取扱いが

行われることがないようにするための対策に関すること。

　　④�　アの（ア）の②から④までに該当する者その他の者について面接指導等を実

施する場合における事業場で定める必要な措置の実施に関する基準の策定に関

すること。

　　⑤�　事業場における長時間労働による健康障害防止対策の労働者への周知に関す

ること。

　（イ�）事業者は、アの（ア）の①及び②の面接指導等を実施するに当たっては、そ

の実施方法及び実施体制に関する事項に、

　　①　労働者が自己の労働時間数を確認できる仕組みの整備

　　②　申出を行う際の様式の作成

　　③　申出を行う窓口の設定

　�　等を含め必要な措置を講じるとともに、労働者が申出を行いやすくする観点に立
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ってその周知徹底を図るものとする。

ウ　望ましい対応

　�　事業場が常時 50人未満の労働者を使用するものである場合には、ア及びイの措

置の実施は平成 20年 4月 1日以降となっているが、事業者は、それ以前であっても、

過重労働による健康障害防止の観点から、地域産業保健センターを活用しつつ、可

能な限り、必要な労働者に対する面接指導等を実施することが望ましいものとする。

　�　なお、当該事業場においてイの手続等の整備を行う場合には、事業者は、衛生委

員会等に代えて、労働安全衛生規則第 23条の 2に基づき設けた関係労働者の意見

を聴くための機会を利用することが望ましいものとする。

　（3）過重労働による業務上の疾病を発生させた場合の措置
　　�　事業者は、過重労働による業務上の疾病を発生させた場合には、産業医等の助言を
受け、又は必要に応じて労働衛生コンサルタントの活用を図りながら、次により原因

の究明及び再発防止の徹底を図るものする。

　ア　原因の究明

　　�　労働時間の適正管理、労働時間及び勤務の不規則性、拘束時間の状況、出張業務

の状況、交替制勤務・深夜勤務の状況、作業環境の状況、精神的緊張を伴う勤務の

状況、健康診断及び面接指導等の結果等について、多角的に原因の究明を行うこと。

　イ　再発防止

　　�　上記アの結果に基づき、衛生委員会等の調査審議を踏まえ、上記 2から 5の（2）

までの措置に則った再発防止対策を樹立し、その対策を適切に実施すること。
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○労働者の心の健康の保持増進のための指針 ( 抄 )

　�法第 70条の 2第 1項の規定に基づき、同法第 69条第 1項の措置の適切かつ有効

な実施を図るための指針（平成 18年 3月 31日公示 )

1　趣旨

労働者の受けるストレスは拡大する傾向にあり、仕事に関して強い不安やストレスを

感じている労働者が 6割を超える状況にある。また、精神障害等に係る労災補償状況

をみると、請求件数、認定件数とも近年、増加傾向にある。このような中で、心の健康

問題が労働者、その家族、事業場及び社会に与える影響は、今日、ますます大きくなっ

ている。事業場において、より積極的に心の健康の保持増進を図ることは、労働者とそ

の家族の幸せを確保するとともに、我が国社会の健全な発展という観点からも、非常に

重要な課題となっている。

本指針は、労働安全衛生法 ( 昭和 47年法律第 57号 ) 第 70 条の 2第 1項の規定に基

づき、同法第 69条第 1項の措置の適切かつ有効な実施を図るための指針として、事業

場において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進のための措置

( 以下「メンタルヘルスケア」という。) が適切かつ有効に実施されるよう、メンタル

ヘルスケアの原則的な実施方法について定めるものである。

事業者は、本指針に基づき、各事業場の実態に即した形で、メンタルヘルスケアの実

施に積極的に取り組むことが望ましい。

2　メンタルヘルスケアの基本的考え方

ストレスの原因となる要因 ( 以下「ストレス要因」という。) は、仕事、職業生活、家庭、

地域等に存在している。心の健康づくりは、労働者自身が、ストレスに気づき、これに

対処すること ( セルフケア ) の必要性を認識することが重要である。

しかし、職場に存在するストレス要因は、労働者自身の力だけでは取り除くことがで

きないものもあることから、労働者の心の健康づくりを推進していくためには、事業者

によるメンタルヘルスケアの積極的推進が重要であり、労働の場における組織的かつ計

画的な対策の実施は、大きな役割を果たすものである。

このため、事業者は、以下に定めるところにより、自らが事業場におけるメンタルヘ

ルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、衛生委員会又は安全衛生委員会

( 以下「衛生委員会等」という。) において十分調査審議を行い、メンタルヘルスケア

に関する事業場の現状とその問題点を明確にするとともに、その問題点を解決する具体

的な実施事項等についての基本的な計画 ( 以下「心の健康づくり計画」という。) を策

定し、実施する必要がある。また、心の健康づくり計画の実施に当たっては、「セルフ
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ケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び「事業場

外資源によるケア」の 4つのメンタルヘルスケアが継続的かつ計画的に行われるよう、

教育研修・情報提供を行うとともに、4つのケアを効果的に推進し、職場環境等の改善、

メンタルヘルス不調への対応、職場復帰のための支援等が円滑に行われるようにする必

要がある。

また、事業者は、メンタルヘルスケアを推進するに当たって、次の事項に留意するこ

とが重要である。

①　心の健康問題の特性
心の健康については、客観的な測定方法が十分確立しておらず、その評価は容易では

なく、さらに、心の健康問題の発生過程には個人差が大きく、そのプロセスの把握が難

しい。また、心の健康は、すべての労働者に関わることであり、すべての労働者が心の

問題を抱える可能性があるにもかかわらず、心の健康問題を抱える労働者に対して、健

康問題以外の観点から評価が行われる傾向が強いという問題や、心の健康問題自体につ

いての誤解や偏見等解決すべき問題が存在している。

②　労働者の個人情報の保護への配慮
メンタルヘルスケアを進めるに当たっては、健康情報を含む労働者の個人情報の保護

及び労働者の意思の尊重に留意することが重要である。

心の健康に関する情報の収集及び利用に当たっての、労働者の個人情報の保護への配

慮は、労働者が安心してメンタルヘルスケアに参加できること、ひいてはメンタルヘル

スケアがより効果的に推進されるための条件である。

③　人事労務管理との関係
労働者の心の健康は、体の健康に比較し、職場配置、人事異動、職場の組織等の人事

労務管理と密接に関係する要因によって、より大きな影響を受ける。メンタルヘルスケ

アは、人事労務管理と連携しなければ、適切に進まない場合が多い。

④　家庭・個人生活等の職場以外の問題
心の健康問題は、職場のストレス要因のみならず家庭・個人生活等の職場外のストレ

ス要因の影響を受けている場合も多い。また、個人の要因等も心の健康問題に影響を与

え、これらは複雑に関係し、相互に影響し合う場合が多い。

3　衛生委員会等における調査審議 ( 略 )
4　心の健康づくり計画 ( 略 )
5　4つのメンタルヘルスケアの推進 ( 略 )
6　メンタルヘルスケアの具体的進め方 ( 略 )
7　メンタルヘルスに関する個人情報の保護への配慮 ( 略 )
8　小規模事業場におけるメンタルヘルスケアの取組の留意事項 ( 略 )


